
1

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ベ
ル
ギ
ー
王
国
と
の
間
の
協
定

日
本
国
及
び
ベ
ル
ギ
ー
王
国
は
、

社
会
保
障
の
分
野
に
お
け
る
両
国
間
の
関
係
を
規
律
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
部

総
則

第
一
条

定
義

１

こ
の
協
定
の
適
用
上
、

「
ベ
ル
ギ
ー
」
と
は
、
ベ
ル
ギ
ー
王
国
を
い
う
。

(a)

「
国
民
」
と
は
、
日
本
国
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
の
国
籍
に
関
す
る
法
律
に
い
う
日
本
国
民
を
い
い
、
ベ
ル
ギ
ー
に
つ

(b)
い
て
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
国
籍
を
有
す
る
者
を
い
う
。

「
法
令
」
と
は
、
日
本
国
に
つ
い
て
は
、
次
条
２
に
掲
げ
る
日
本
国
の
年
金
制
度
及
び
日
本
国
の
医
療
保
険
制
度
に
関

(c)
す
る
日
本
国
の
法
律
及
び
規
則
（
こ
の
協
定
と
同
種
の
社
会
保
障
に
関
す
る
他
の
協
定
の
実
施
の
た
め
に
定
め
た
も
の
を
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除
く
。
）
を
い
い
、
ベ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
は
、
次
条
１
に
規
定
す
る
法
律
及
び
規
則
を
い
う
。

「
権
限
の
あ
る
当
局
」
と
は
、
日
本
国
に
つ
い
て
は
、
次
条
２
に
掲
げ
る
日
本
国
の
年
金
制
度
及
び
日
本
国
の
医
療
保

(d)
険
制
度
を
管
轄
す
る
政
府
機
関
を
い
い
、
ベ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
は
、
次
条
１
に
規
定
す
る
法
律
及
び
規
則
の
適
用
に
関

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
の
範
囲
内
に
お
い
て
責
任
を
有
す
る
大
臣
を
い
う
。

「
実
施
機
関
」
と
は
、
日
本
国
に
つ
い
て
は
、
次
条
２
に
掲
げ
る
日
本
国
の
年
金
制
度
及
び
日
本
国
の
医
療
保
険
制
度

(e)
の
実
施
に
責
任
を
有
す
る
保
険
機
関
（
そ
の
連
合
組
織
を
含
む
。
）
を
い
い
、
ベ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
は
、
次
条
１
に
規
定

す
る
法
律
及
び
規
則
の
実
施
に
関
し
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
機
関
、
組
織
又
は
当
局
を
い
う
。

「
保
険
期
間
」
と
は
、
日
本
国
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
の
法
令
の
う
ち
次
条
２

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
日
本
国
の

(f)

(a)
(i)

(v)

年
金
制
度
に
関
す
る
も
の
に
よ
る
保
険
料
納
付
期
間
及
び
日
本
国
の
法
令
に
お
い
て
給
付
を
受
け
る
権
利
の
確
立
に
際
し

て
考
慮
さ
れ
る
そ
の
他
の
期
間
を
い
い
、
ベ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
法
令
に
よ
り
保
険
期
間
と
認
め
ら
れ
る

期
間
及
び
ベ
ル
ギ
ー
の
法
令
に
よ
り
保
険
期
間
と
同
等
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
期
間
を
い
う
。

「
給
付
」
と
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
の
法
令
に
よ
る
年
金
そ
の
他
の
現
金
給
付
を
い
う
。

(g)
２

こ
の
協
定
の
適
用
上
、
こ
の
協
定
に
お
い
て
定
義
さ
れ
て
い
な
い
用
語
は
、
適
用
さ
れ
る
法
令
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
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る
意
味
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条

こ
の
協
定
の
適
用
範
囲

こ
の
協
定
は
、

１

ベ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
項
に
関
す
る
法
律
及
び
規
則
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

被
用
者
及
び
自
営
業
者
に
関
す
る
老
齢
年
金
及
び
遺
族
年
金

(a)

被
用
者
、
商
船
の
船
員
、
鉱
山
労
働
者
及
び
自
営
業
者
に
関
す
る
障
害
保
険

(b)

被
用
者
に
関
す
る
社
会
保
障

(c)

自
営
業
者
に
関
す
る
社
会
保
障

(d)
こ
の
協
定
は
、
こ
れ
ら
の
法
律
及
び
規
則
を
改
正
す
る
法
律
及
び
規
則
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

た
だ
し
、
こ
の
協
定
の
適
用
上
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
十
四
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
、

第
三
十
三
条
（
４
を
除
く
。
）
、
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
六
条
２
の
規
定
は
、

及
び

に
関
す
る
法
律
及
び
規
則
に
つ

(a)

(b)

い
て
の
み
適
用
す
る
。

２

日
本
国
に
つ
い
て
は
、
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次
の
日
本
国
の
年
金
制
度
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

(a)

国
民
年
金
（
国
民
年
金
基
金
を
除
く
。
）

(i)

厚
生
年
金
保
険
（
厚
生
年
金
基
金
を
除
く
。
）

(ii)

国
家
公
務
員
共
済
年
金

(iii)

地
方
公
務
員
等
共
済
年
金
（
地
方
議
会
議
員
の
年
金
制
度
を
除
く
。
）

(iv)

私
立
学
校
教
職
員
共
済
年
金

(v)
（

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
日
本
国
の
年
金
制
度
を
以
下
「
日
本
国
の
被
用
者
年
金
制
度
」
と
い
う
。)

(ii)

(v)

た
だ
し
、
こ
の
協
定
の
適
用
上
、
国
民
年
金
に
は
、
老
齢
福
祉
年
金
そ
の
他
の
福
祉
的
目
的
の
た
め
経
過
的
又
は
補
完

的
に
支
給
さ
れ
る
年
金
で
あ
っ
て
、
専
ら
又
は
主
と
し
て
国
庫
を
財
源
と
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
を
含
め
な
い
。

次
の
法
律
（
そ
の
改
正
を
含
む
。
）
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
日
本
国
の
医
療
保
険
制
度
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

(b)

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）

(i)

船
員
保
険
法
（
雇
用
保
険
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
に
関
す
る
規
定
を
含
む
。
）
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三

(ii)
号
）
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国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）

(iii)

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

(iv)

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）

(v)

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）

(vi)た
だ
し
、
こ
の
協
定
の
適
用
上
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
十
四
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
、

第
三
十
三
条
（
４
を
除
く
。
）
、
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
六
条
２
の
規
定
は
、

に
掲
げ
る
日
本
国
の
年
金
制
度
に
つ
い

(a)

て
の
み
適
用
す
る
。

第
三
条

こ
の
協
定
の
適
用
を
受
け
る
者

こ
の
協
定
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
の
法
令
の
適
用
を
受
け
て
い
る
か
又
は
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
及
び
こ
れ
ら
の
者

に
由
来
す
る
権
利
を
有
す
る
そ
の
他
の
者
に
適
用
す
る
。

第
四
条

待
遇
の
平
等

こ
の
協
定
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
前
条
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
一
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
通
常
居

住
す
る
も
の
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
令
の
適
用
に
際
し
て
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
国
民
と
同
等
の
待
遇
を
受
け
る
。
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第
五
条

海
外
の
受
給
者
へ
の
給
付
の
支
払

１

こ
の
協
定
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
一
方
の
締
約
国
の
領
域
外
に
通
常
居
住
す
る
こ
と
又
は
当
該
領
域

内
に
い
な
い
こ
と
の
み
を
理
由
と
し
て
給
付
を
受
け
る
権
利
の
取
得
又
は
給
付
の
支
払
を
制
限
す
る
当
該
一
方
の
締
約
国
の

法
令
の
規
定
は
、
他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
通
常
居
住
す
る
者
に
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
規
定
は
、
初
診
日
又

は
死
亡
日
に
お
い
て
六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
で
あ
っ
た
者
に
関
し
て
障
害
基
礎
年
金
又
は
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
る
権

利
の
取
得
の
た
め
に
日
本
国
の
領
域
内
に
通
常
居
住
し
て
い
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
定
め
た
日
本
国
の
法
令
の
規
定
に
影
響

を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

２

一
方
の
締
約
国
か
ら
支
給
さ
れ
る
老
齢
給
付
及
び
遺
族
給
付
は
、
第
三
国
の
領
域
内
に
通
常
居
住
す
る
他
方
の
締
約
国
の

国
民
に
対
し
て
は
、
当
該
第
三
国
の
領
域
内
に
通
常
居
住
す
る
当
該
一
方
の
締
約
国
の
国
民
に
対
し
て
支
給
す
る
場
合
と
同

一
の
条
件
で
支
給
す
る
。

第
六
条

給
付
の
額
の
減
額
及
び
給
付
の
支
払
の
停
止

一
方
の
締
約
国
の
法
令
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
給
付
が
他
方
の
締
約
国
の
法
令
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
給
付
と
同
時
に
受
給
者
に

支
給
さ
れ
る
場
合
又
は
一
方
の
締
約
国
の
法
令
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
給
付
の
受
給
者
が
他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
お
い
て
被
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用
者
若
し
く
は
自
営
業
者
と
し
て
就
労
す
る
場
合
に
お
け
る
給
付
の
額
の
減
額
又
は
給
付
の
支
払
の
停
止
に
関
す
る
当
該
一
方

の
締
約
国
の
法
令
の
規
定
は
、
当
該
受
給
者
に
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
条
の
規
定
は
、
同
一
の
支
給
事
由
に
基
づ
く
給
付

が
同
時
に
支
給
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
部

適
用
法
令
に
関
す
る
規
定

第
七
条

一
般
規
定

１

こ
の
協
定
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
お
い
て
被
用
者
又
は
自
営

業
者
と
し
て
就
労
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
被
用
者
又
は
自
営
業
者
と
し
て
の
就
労
に
関
し
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法

令
の
み
を
適
用
す
る
。

２

ベ
ル
ギ
ー
の
領
域
内
に
お
い
て
自
営
業
者
と
し
て
就
労
し
、
同
時
に
日
本
国
の
領
域
内
に
お
い
て
被
用
者
と
し
て
就
労
す

る
場
合
に
は
、
自
営
業
者
の
社
会
的
地
位
に
関
す
る
ベ
ル
ギ
ー
の
法
令
に
基
づ
く
義
務
に
つ
い
て
決
定
す
る
た
め
、
日
本
国

の
領
域
内
に
お
け
る
そ
の
就
労
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
領
域
内
に
お
け
る
被
用
者
と
し
て
の
就
労
と
み
な
す
。

第
八
条

特
別
規
定

１

一
方
の
締
約
国
の
法
令
に
基
づ
く
年
金
制
度
及
び
医
療
保
険
制
度
に
加
入
し
、
か
つ
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
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事
業
所
を
有
す
る
雇
用
者
に
当
該
領
域
内
に
お
い
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
が
、
当
該
雇
用
者
に
よ
り
当
該
一
方
の
締
約
国
の

領
域
か
ら
他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
お
い
て
就
労
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
派
遣
の
期
間
が
五
年
を
超

え
る
も
の
と
見
込
ま
れ
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
そ
の
被
用
者
が
当
該
一
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
お
い
て
就
労
し
て
い

る
も
の
と
み
な
し
て
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
令
の
み
を
適
用
す
る
。

２

１
に
規
定
す
る
派
遣
が
五
年
を
超
え
て
継
続
さ
れ
る
場
合
に
は
、
両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
権
限
の
あ
る
当
局

が
指
定
す
る
実
施
機
関
は
、
当
該
派
遣
に
係
る
被
用
者
に
対
し
て
引
き
続
き
１
に
規
定
す
る
一
方
の
締
約
国
の
法
令
の
み
を

適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

１
の
規
定
は
、
雇
用
者
に
よ
り
一
方
の
締
約
国
の
領
域
か
ら
第
三
国
の
領
域
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
者
が
、
そ
の
後
、
当
該

雇
用
者
に
よ
り
当
該
第
三
国
の
領
域
か
ら
他
方
の
締
約
国
の
領
域
に
派
遣
さ
れ
る
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
。

４

一
方
の
締
約
国
の
法
令
に
基
づ
く
年
金
制
度
及
び
医
療
保
険
制
度
に
加
入
し
、
か
つ
、
通
常
当
該
一
方
の
締
約
国
の
領
域

内
に
お
い
て
自
営
業
者
と
し
て
就
労
す
る
者
が
、
一
時
的
に
他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
お
い
て
の
み
自
営
業
者
と
し
て
就

労
す
る
場
合
に
は
、
当
該
他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
お
け
る
自
営
活
動
の
期
間
が
五
年
を
超
え
る
も
の
と
見
込
ま
れ
な
い

こ
と
を
条
件
と
し
て
、
そ
の
者
が
当
該
一
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
お
い
て
就
労
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
当
該
一
方
の
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締
約
国
の
法
令
の
み
を
適
用
す
る
。

５

４
に
規
定
す
る
他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
お
け
る
自
営
活
動
が
五
年
を
超
え
て
継
続
さ
れ
る
場
合
に
は
、
両
締
約
国
の

権
限
の
あ
る
当
局
又
は
権
限
の
あ
る
当
局
が
指
定
す
る
実
施
機
関
は
、
当
該
自
営
活
動
に
係
る
自
営
業
者
に
対
し
て
引
き
続

き
４
に
規
定
す
る
一
方
の
締
約
国
の
法
令
の
み
を
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条

海
上
航
行
船
舶
又
は
航
空
機
に
お
い
て
就
労
す
る
被
用
者

い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
の
旗
を
掲
げ
る
海
上
航
行
船
舶
又
は
国
際
運
輸
に
従
事
す
る
航
空
機
に
お
い
て
被
用
者
と
し
て
就

労
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
就
労
に
関
し
、
そ
の
者
の
雇
用
者
の
所
在
す
る
締
約
国
の
法
令
の
み
を
適
用
す
る
。

第
十
条

公
務
員
、
外
交
使
節
団
の
構
成
員
及
び
領
事
機
関
の
構
成
員

１

２
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
一
方
の
締
約
国
の
公
務
員
又
は
一
方
の
締
約
国
の
法
令
に
お
い
て
公
務
員
と
し

て
取
り
扱
わ
れ
る
者
が
他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
お
い
て
就
労
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
当
該
一

方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
お
い
て
就
労
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
令
の
み
を
適
用
す
る
。

２

こ
の
協
定
は
、
千
九
百
六
十
一
年
四
月
十
八
日
の
外
交
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
又
は
千
九
百
六
十
三
年
四
月
二
十

四
日
の
領
事
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
の
規
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
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第
十
一
条

第
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の
例
外

日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
実
施
機
関
及
び
ベ
ル
ギ
ー
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
特
定
の
者
又
は
特
定
の
範
囲
の
者
の

利
益
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
特
定
の
者
又
は
特
定
の
範
囲
の
者
に
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
の
法
令
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
条
件

と
し
て
、
第
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の
例
外
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条

随
伴
す
る
配
偶
者
及
び
子

日
本
国
の
領
域
内
に
お
い
て
就
労
す
る
者
で
あ
っ
て
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
条
１
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
ベ
ル
ギ
ー

の
法
令
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
随
伴
す
る
配
偶
者
又
は
子
に
つ
い
て
は
、

当
該
配
偶
者
又
は
子
が
日
本
国
民
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
日
本
国
の
法
令
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

(a)
配
偶
者
又
は
子
が
別
段
の
申
出
を
行
う
場
合
に
は
、
こ
の

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

(a)

当
該
配
偶
者
又
は
子
が
日
本
国
民
で
あ
る
場
合
に
は
、
日
本
国
の
法
令
の
適
用
の
免
除
は
、
日
本
国
の
法
令
に
従
っ
て

(b)
決
定
す
る
。

第
十
三
条

強
制
加
入

第
七
条
１
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
条
１
及
び
前
条
の
規
定
は
、
各
締
約
国
の
法
令
に
お
け
る
強
制
加
入
に
つ
い
て
の
み
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適
用
す
る
。
第
八
条
の
規
定
は
、
日
本
国
の
領
域
内
に
事
業
所
を
有
す
る
雇
用
者
に
当
該
領
域
内
に
お
い
て
雇
用
さ
れ
て
い
る

者
又
は
通
常
日
本
国
の
領
域
内
に
お
い
て
自
営
業
者
と
し
て
就
労
す
る
者
が
、
第
二
条
２

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
日
本
国

(a)
(i)

(v)

の
年
金
制
度
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
部

給
付
に
関
す
る
規
定

第
一
章

ベ
ル
ギ
ー
の
給
付
に
関
す
る
規
定

第
一
節

老
齢
給
付
及
び
遺
族
給
付

第
十
四
条

通
算

１

２
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
ベ
ル
ギ
ー
の
法
令
に
よ
る
保
険
期
間
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
、
ベ
ル
ギ
ー
の
老

齢
給
付
又
は
遺
族
給
付
を
受
け
る
権
利
の
取
得
の
た
め
に
必
要
な
場
合
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
実
施
機
関
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
法

令
に
よ
る
保
険
期
間
と
重
複
し
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
る
保
険
期
間
と
ベ
ル
ギ
ー
の
法
令
に
よ
る
保
険

期
間
と
を
通
算
す
る
。

２

ベ
ル
ギ
ー
の
法
令
が
、
特
定
の
職
業
に
よ
る
保
険
期
間
を
有
す
る
こ
と
を
ベ
ル
ギ
ー
の
老
齢
給
付
又
は
遺
族
給
付
を
受
け

る
権
利
の
取
得
の
た
め
の
要
件
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
付
を
受
け
る
権
利
の
取
得
の
た
め
、
ベ
ル
ギ
ー
の
実
施
機
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関
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
る
保
険
期
間
で
あ
っ
て
、
ベ
ル
ギ
ー
の
実
施
機
関
が
同
一
の
職
業
に
よ
る
保
険
期
間
と
認
め
た

も
の
の
み
を
通
算
す
る
。

３

ベ
ル
ギ
ー
の
法
令
が
、
特
定
の
職
業
に
よ
る
保
険
期
間
を
有
す
る
こ
と
を
ベ
ル
ギ
ー
の
老
齢
給
付
又
は
遺
族
給
付
を
受
け

る
権
利
の
取
得
の
た
め
の
要
件
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
２
の
規
定
に
よ
る
通
算
の
結
果
得
ら
れ
た
保
険
期
間
に
よ
り

当
該
給
付
を
受
け
る
権
利
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
実
施
機
関
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
被
用
者

に
係
る
一
般
制
度
の
下
で
の
給
付
に
係
る
決
定
の
た
め
に
当
該
通
算
の
結
果
得
ら
れ
た
保
険
期
間
を
考
慮
す
る
。

第
十
五
条

給
付
の
額
の
計
算

１

保
険
期
間
を
通
算
す
る
こ
と
な
く
ベ
ル
ギ
ー
の
老
齢
給
付
又
は
遺
族
給
付
を
受
け
る
権
利
が
確
立
さ
れ
る
場
合
に
は
、
ベ

ル
ギ
ー
の
実
施
機
関
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
法
令
に
よ
る
保
険
期
間
の
み
に
基
づ
い
て
、
当
該
給
付
の
額
を
計
算
す
る
。
ま
た
、

当
該
ベ
ル
ギ
ー
の
実
施
機
関
は
、
２
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
当
該
給
付
の
額
を
計
算
し
、
こ
れ
ら
二
つ

の
額
の
う
ち
高
い
方
を
用
い
る
。

２

前
条
の
規
定
に
従
っ
て
保
険
期
間
を
通
算
す
る
こ
と
に
よ
り
初
め
て
ベ
ル
ギ
ー
の
老
齢
給
付
又
は
遺
族
給
付
を
受
け
る
権

利
が
確
立
さ
れ
る
場
合
に
は
、
次
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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ベ
ル
ギ
ー
の
実
施
機
関
は
、
両
締
約
国
の
法
令
に
よ
る
す
べ
て
の
保
険
期
間
が
当
該
ベ
ル
ギ
ー
の
実
施
機
関
が
適
用
す

(a)
る
法
令
の
み
に
よ
る
保
険
期
間
で
あ
る
と
し
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る
理
論
上
の
給
付
額
を
計
算
す
る
。

ベ
ル
ギ
ー
の
実
施
機
関
は
、

に
規
定
す
る
理
論
上
の
給
付
額
に
、

に
規
定
す
る
両
締
約
国
の
法
令
に
よ
る
す
べ
て

(b)

(a)

(a)

の
保
険
期
間
に
対
す
る
当
該
ベ
ル
ギ
ー
の
実
施
機
関
が
適
用
す
る
法
令
に
よ
る
保
険
期
間
の
比
率
を
乗
じ
て
、
支
給
す
べ

き
額
を
計
算
す
る
。

第
二
節

障
害
給
付

第
十
六
条

通
算

第
十
四
条
の
規
定
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
法
令
に
よ
る
保
険
期
間
を
有
す
る
者
が
ベ
ル
ギ
ー
の
障
害
給
付
を
受
け
る
権
利
を
取
得

す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
七
条

給
付
の
額
の
計
算

１

ベ
ル
ギ
ー
の
障
害
給
付
を
受
け
る
権
利
が
、
前
条
の
規
定
に
従
っ
て
ベ
ル
ギ
ー
の
法
令
に
よ
る
保
険
期
間
及
び
日
本
国
の

法
令
に
よ
る
保
険
期
間
を
通
算
す
る
こ
と
に
よ
り
初
め
て
確
立
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
給
付
の
額
を
計
算
す
る
た
め
、
第

十
五
条
２
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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２

前
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
な
く
ベ
ル
ギ
ー
の
障
害
給
付
を
受
け
る
権
利
が
確
立
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
日
本
国
の

障
害
給
付
の
額
と
１
の
規
定
に
従
っ
て
計
算
さ
れ
た
障
害
給
付
の
額
と
を
合
計
し
た
額
が
、
ベ
ル
ギ
ー
の
法
令
の
み
に
基
づ

く
給
付
の
額
よ
り
も
低
い
と
き
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
実
施
機
関
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
障
害
給
付
の
額
を
合
計
し
た
額
と
当
該
ベ

ル
ギ
ー
の
法
令
の
み
に
基
づ
く
給
付
の
額
と
の
差
額
を
補
て
ん
す
る
。

第
十
八
条

最
低
加
入
期
間

前
条
１
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
保
険
事
故
の
発
生
前
の
ベ
ル
ギ
ー
の
法
令
に
よ
る
保
険
期
間
の
合
計
が
一
年
に
満
た

な
い
と
き
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
実
施
機
関
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
障
害
給
付
を
支
給
し
な
い
。

第
十
九
条

障
害
給
付
に
関
す
る
特
別
規
定

ベ
ル
ギ
ー
の
障
害
給
付
の
受
給
者
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
実
施
機
関
に
よ
り
日
本
国
の
領
域
内
に
お
け
る
滞
在
が
あ
ら
か
じ
め
承

認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
滞
在
中
も
当
該
障
害
給
付
を
受
け
る
権
利
を
引
き
続
き
有
す
る
。
た
だ
し
、
ベ
ル
ギ
ー
の
法
令
に

基
づ
い
て
当
該
ベ
ル
ギ
ー
の
実
施
機
関
が
障
害
の
状
態
を
評
価
し
又
は
再
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
中
に
当
該
滞
在
が

行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
ベ
ル
ギ
ー
の
実
施
機
関
は
、
こ
の
承
認
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節

ベ
ル
ギ
ー
の
給
付
に
関
す
る
共
通
規
定
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第
二
十
条

給
付
の
額
の
再
計
算

１

日
本
国
の
老
齢
給
付
、
遺
族
給
付
又
は
障
害
給
付
の
額
が
、
生
計
費
の
上
昇
、
賃
金
水
準
の
変
動
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り

一
定
の
割
合
又
は
額
に
基
づ
い
て
変
更
さ
れ
る
場
合
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
実
施
機
関
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
老
齢
給
付
、
遺
族
給

付
又
は
障
害
給
付
の
額
に
つ
い
て
再
計
算
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

ま
た
、
日
本
国
の
老
齢
給
付
、
遺
族
給
付
若
し
く
は
障
害
給
付
を
受
け
る
権
利
の
確
立
の
方
法
又
は
こ
れ
ら
の
給
付
の
額

の
計
算
に
係
る
規
則
が
修
正
さ
れ
る
場
合
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
実
施
機
関
は
、
第
十
五
条
又
は
第
十
七
条
の
規
定
に
従
っ
て

再
計
算
を
行
う
。

第
二
章

日
本
国
の
給
付
に
関
す
る
規
定

第
二
十
一
条

通
算

１

日
本
国
の
給
付
を
受
け
る
権
利
の
取
得
の
た
め
の
要
件
を
満
た
す
の
に
十
分
な
保
険
期
間
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
、
こ

の
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
給
付
を
受
け
る
権
利
を
確
立
す
る
た
め
、
日
本
国
の
実
施
機
関
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
る
保
険

期
間
と
重
複
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
ベ
ル
ギ
ー
の
法
令
に
よ
る
保
険
期
間
を
考
慮
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
１
の
規
定
は
、

各
共
済
年
金
の
職
域
加
算
年
金
及
び
保
険
料
の
還
付
と
し
て
支
給
さ
れ
る
一
時
金
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
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２

１
の
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、

ベ
ル
ギ
ー
の
法
令
に
よ
る
保
険
期
間
は
、
日
本
国
の
被
用
者
年
金
制
度
の
保
険
期
間
及
び
こ
れ
に
対
応
す
る
国
民
年
金

(a)
の
保
険
期
間
と
し
て
考
慮
す
る
。

ベ
ル
ギ
ー
の
法
令
に
よ
り
次
の

又
は

の
期
間
と
し
て
認
め
ら
れ
た
保
険
期
間
は
、
日
本
国
の
厚
生
年
金
保
険
に
お

(b)

(i)

(ii)

け
る
同
種
の
作
業
に
従
事
し
た
期
間
と
し
て
考
慮
す
る
。

鉱
山
に
お
い
て
常
時
の
坑
内
作
業
に
従
事
し
た
期
間

(i)

海
上
航
行
船
舶
に
お
い
て
被
用
者
と
し
て
就
労
し
た
期
間

(ii)

第
二
十
二
条

障
害
給
付
及
び
遺
族
給
付
に
関
す
る
特
別
規
定

１

日
本
国
の
法
令
が
、
障
害
給
付
又
は
遺
族
給
付
（
保
険
料
の
還
付
と
し
て
支
給
さ
れ
る
一
時
金
を
除
く
。
以
下
こ
の
１
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
権
利
の
確
立
の
た
め
に
初
診
日
又
は
死
亡
日
が
特
定
の
保
険
期
間
中
に
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
初
診
日
又
は
死
亡
日
が
ベ
ル
ギ
ー
の
法
令
に
よ
る
保
険
期
間
中
に
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
給
付

を
受
け
る
権
利
の
確
立
に
当
た
り
当
該
要
件
は
満
た
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
国
民
年
金
の
下
で
の
障
害
給
付
又

は
遺
族
給
付
を
受
け
る
権
利
が
こ
の
条
の
規
定
を
適
用
し
な
く
て
も
確
立
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
条
の
規
定
は
、
日
本
国
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の
被
用
者
年
金
制
度
の
下
で
の
同
一
の
保
険
事
故
に
基
づ
く
障
害
給
付
又
は
遺
族
給
付
を
受
け
る
権
利
の
確
立
に
当
た
っ
て

は
、
適
用
し
な
い
。

２

１
の
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
二
以
上
の
日
本
国
の
被
用
者
年
金
制
度
に
お
け
る
保
険
期
間
を
有
す
る
者
に
つ
い
て

は
、
１
に
規
定
す
る
要
件
は
、
日
本
国
の
法
令
に
従
っ
て
、
一
の
被
用
者
年
金
制
度
に
つ
き
満
た
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
二
十
三
条

給
付
の
額
の
計
算

１

第
二
十
一
条
１
又
は
前
条
１
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
日
本
国
の
給
付
を
受
け
る
権
利
が
確
立
さ
れ
る
場
合
に
は
、
２
か
ら

５
ま
で
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
日
本
国
の
実
施
機
関
は
、
日
本
国
の
法
令
に
従
っ
て
当
該
給
付
の
額
を
計
算

す
る
。

２

障
害
基
礎
年
金
そ
の
他
の
保
険
期
間
に
か
か
わ
ら
ず
一
定
額
が
支
給
さ
れ
る
給
付
に
関
し
て
は
、
当
該
給
付
を
受
け
る
た

め
の
要
件
が
第
二
十
一
条
１
又
は
前
条
１
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
支
給
さ
れ
る
当
該
給
付
の
額

は
、
当
該
給
付
が
支
給
さ
れ
る
年
金
制
度
に
お
け
る
保
険
料
納
付
期
間
、
保
険
料
免
除
期
間
及
び
ベ
ル
ギ
ー
の
法
令
に
よ
る

保
険
期
間
を
合
算
し
た
期
間
に
対
す
る
当
該
保
険
料
納
付
期
間
及
び
当
該
保
険
料
免
除
期
間
を
合
算
し
た
期
間
の
比
率
に
基

づ
い
て
計
算
す
る
。
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３

日
本
国
の
被
用
者
年
金
制
度
の
下
で
の
障
害
給
付
及
び
遺
族
給
付
（
当
該
制
度
に
お
け
る
保
険
期
間
が
日
本
国
の
法
令
上

定
め
ら
れ
た
期
間
に
満
た
な
い
場
合
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
支
給
さ
れ
る
当
該
給
付
の
額
が
当
該
定
め
ら
れ
た
期

間
に
基
づ
い
て
計
算
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
し
て
は
、
当
該
給
付
を
受
け
る
た
め
の
要
件
が
第
二
十
一
条
１
又
は
前

条
１
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
支
給
さ
れ
る
当
該
給
付
の
額
は
、
日
本
国
の
被
用
者
年
金
制
度
に
お

け
る
保
険
期
間
及
び
ベ
ル
ギ
ー
の
法
令
に
よ
る
保
険
期
間
を
合
算
し
た
期
間
に
対
す
る
当
該
日
本
国
の
被
用
者
年
金
制
度
に

お
け
る
保
険
期
間
の
比
率
に
基
づ
い
て
計
算
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
し
た
期
間
が
当
該
定
め
ら
れ
た
期
間
を
超
え
る
場

合
に
は
、
当
該
合
算
し
た
期
間
は
、
当
該
定
め
ら
れ
た
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。

４

２
及
び
３
の
規
定
に
よ
る
日
本
国
の
被
用
者
年
金
制
度
の
下
で
の
給
付
の
額
の
計
算
に
関
し
て
は
、
当
該
給
付
を
受
け
る

権
利
を
有
す
る
者
が
二
以
上
の
日
本
国
の
被
用
者
年
金
制
度
に
お
け
る
保
険
期
間
を
有
す
る
場
合
に
は
、
２
に
規
定
す
る

「
当
該
給
付
が
支
給
さ
れ
る
年
金
制
度
に
お
け
る
保
険
料
納
付
期
間
」
又
は
３
に
規
定
す
る
「
日
本
国
の
被
用
者
年
金
制
度

に
お
け
る
保
険
期
間
」
は
、
当
該
二
以
上
の
日
本
国
の
被
用
者
年
金
制
度
に
お
け
る
保
険
期
間
を
合
算
し
た
期
間
と
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
合
算
し
た
期
間
が
３
に
規
定
す
る
日
本
国
の
法
令
上
定
め
ら
れ
た
期
間
に
等
し
い
か
又
は
こ
れ
を
超
え
る
場

合
に
は
、
３
及
び
こ
の
４
に
規
定
す
る
計
算
方
法
は
適
用
し
な
い
。
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５

老
齢
厚
生
年
金
の
一
部
で
あ
る
配
偶
者
加
給
そ
の
他
の
日
本
国
の
被
用
者
年
金
制
度
に
お
け
る
保
険
期
間
が
日
本
国
の
法

令
上
定
め
ら
れ
た
期
間
に
等
し
い
か
又
は
こ
れ
を
超
え
る
場
合
に
一
定
額
が
支
給
さ
れ
る
給
付
に
関
し
て
は
、
当
該
給
付
を

受
け
る
た
め
の
要
件
が
第
二
十
一
条
１
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
支
給
さ
れ
る
当
該
給
付
の
額
は
、

当
該
定
め
ら
れ
た
期
間
に
対
す
る
当
該
給
付
が
支
給
さ
れ
る
日
本
国
の
被
用
者
年
金
制
度
に
お
け
る
保
険
期
間
の
比
率
に
基

づ
い
て
計
算
す
る
。

第
二
十
四
条

第
四
条
の
規
定
の
例
外

第
四
条
の
規
定
は
、
日
本
国
の
領
域
外
に
通
常
居
住
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
日
本
国
民
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
合
算
対
象
期

間
に
関
す
る
日
本
国
の
法
令
の
規
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

第
四
部

雑
則

第
二
十
五
条

行
政
上
の
協
力

１

両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
こ
の
協
定
の
実
施
の
た
め
、
必
要
な
行
政
上
の
取
決
め
に
つ
い
て
合
意
し
、
連
絡
機

関
及
び
実
施
機
関
を
特
定
す
る
。

２

両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
こ
の
協
定
の
実
施
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
情
報
を
相
互
に
直
接
通
報
す
る
。
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３

両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
自
国
の
法
令
の
変
更
（
こ
の
協
定
の
実
施
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
に
限
る
。
）
に
関

す
る
す
べ
て
の
情
報
を
で
き
る
限
り
速
や
か
に
相
互
に
直
接
通
報
す
る
。

４

両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
及
び
実
施
機
関
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
の
範
囲
内
で
、
こ
の
協
定
の
実
施
の
た
め
に
必
要

な
援
助
を
提
供
す
る
。
こ
の
援
助
は
、
無
償
で
行
う
。

第
二
十
六
条

手
数
料
及
び
認
証

１

一
方
の
締
約
国
の
法
令
そ
の
他
関
連
す
る
法
律
及
び
規
則
に
お
い
て
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
令
の
適
用
上
提
出
す
べ

き
文
書
に
係
る
行
政
上
又
は
領
事
事
務
上
の
手
数
料
の
免
除
又
は
軽
減
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
規
定
は
、
こ

の
協
定
及
び
他
方
の
締
約
国
の
法
令
の
適
用
上
提
出
す
べ
き
文
書
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

２

こ
の
協
定
及
び
一
方
の
締
約
国
の
法
令
の
適
用
上
提
出
す
べ
き
文
書
に
つ
い
て
は
、
外
交
機
関
又
は
領
事
機
関
に
よ
る
認

証
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
手
続
を
要
し
な
い
。

第
二
十
七
条

使
用
言
語

１

こ
の
協
定
の
実
施
に
際
し
て
、
両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
及
び
実
施
機
関
は
、
相
互
に
、
及
び
関
係
者
（
居
住
地
を

問
わ
な
い
。
）
に
対
し
て
、
日
本
国
に
つ
い
て
は
日
本
語
に
よ
り
、
ベ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
は
そ
の
公
用
語
の
う
ち
の
一
の
言
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語
に
よ
り
、
直
接
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

こ
の
協
定
の
実
施
に
際
し
て
、
日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
及
び
実
施
機
関
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
公
用
語
の
う
ち
の
一
の
言

語
で
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
ま
た
、
ベ
ル
ギ
ー
の
権
限
の
あ
る
当
局
及
び
実
施
機
関
は
、
日
本
語
で
作
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
申
請
書
そ
の
他
の
文
書
の
受
理
を
拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条

情
報
の
秘
密
性

１

一
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
実
施
機
関
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
令
の
下
で
収
集
さ
れ
た
個
人
に
関
す

る
情
報
（
こ
の
協
定
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
律
及
び
規
則
に
従
っ
て
他
方

の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
実
施
機
関
に
伝
達
す
る
。

２

一
方
の
締
約
国
の
法
律
及
び
規
則
に
よ
り
特
に
必
要
と
さ
れ
な
い
限
り
、
こ
の
協
定
に
従
っ
て
他
方
の
締
約
国
に
よ
り
当

該
一
方
の
締
約
国
に
対
し
伝
達
さ
れ
る
個
人
に
関
す
る
情
報
は
、
専
ら
こ
の
協
定
を
実
施
す
る
目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
。

一
方
の
締
約
国
が
受
領
す
る
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
の
秘
密
の
保
護
の
た
め
の
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法

律
及
び
規
則
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
。

第
二
十
九
条

申
請
、
不
服
申
立
て
及
び
申
告
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１

一
方
の
締
約
国
の
法
令
に
よ
る
書
面
に
よ
る
給
付
の
申
請
、
不
服
申
立
て
又
は
そ
の
他
の
申
告
が
他
方
の
締
約
国
の
法
令

に
よ
る
類
似
の
申
請
、
不
服
申
立
て
又
は
そ
の
他
の
申
告
を
受
理
す
る
権
限
を
有
す
る
当
該
他
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る

当
局
又
は
実
施
機
関
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
給
付
の
申
請
、
不
服
申
立
て
又
は
そ
の
他
の
申
告
は
、
そ
の

提
出
の
日
に
当
該
一
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
実
施
機
関
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
当
該
一
方

の
締
約
国
の
手
続
及
び
法
令
に
従
っ
て
取
り
扱
う
。

２

一
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
実
施
機
関
は
、
１
の
規
定
に
従
っ
て
提
出
さ
れ
た
給
付
の
申
請
、
不
服
申
立
て

又
は
そ
の
他
の
申
告
を
遅
滞
な
く
他
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
実
施
機
関
に
伝
達
す
る
。

第
三
十
条

給
付
の
支
払

こ
の
協
定
に
係
る
給
付
の
支
払
は
、
い
ず
れ
の
締
約
国
の
通
貨
に
よ
っ
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約

国
が
外
国
為
替
取
引
又
は
海
外
送
金
を
制
限
す
る
措
置
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
両
締
約
国
の
政
府
は
、
こ
の
協
定
に
係
る
当

該
一
方
の
締
約
国
に
よ
る
給
付
の
支
払
を
可
能
と
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
、
直
ち
に
協
議
す
る
。

第
三
十
一
条

意
見
の
相
違
の
解
決

こ
の
協
定
の
解
釈
又
は
適
用
に
つ
い
て
の
意
見
の
相
違
は
、
両
締
約
国
の
関
係
当
局
間
の
協
議
に
よ
り
解
決
す
る
。
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第
三
十
二
条

見
出
し

こ
の
協
定
中
の
部
、
章
、
節
及
び
条
の
見
出
し
は
、
引
用
上
の
便
宜
の
た
め
に
の
み
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
協
定

の
解
釈
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

第
五
部

経
過
規
定
及
び
最
終
規
定

第
三
十
三
条

効
力
発
生
前
の
事
実

１

こ
の
協
定
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
前
の
事
実
を
考
慮
す
る
。

２

こ
の
協
定
は
、
そ
の
効
力
発
生
前
に
は
給
付
を
受
け
る
権
利
を
確
立
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

３

こ
の
協
定
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
前
の
保
険
期
間
は
、
こ
の
協
定
に
よ
り
給
付
を
受
け
る
権
利

を
確
立
す
る
た
め
に
考
慮
す
る
。

４

第
八
条
１
又
は
４
の
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
い
う
派
遣
又
は
自
営
活
動
を
こ
の
協
定
の
効
力
発

生
前
に
開
始
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
派
遣
又
は
自
営
活
動
の
期
間
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
開
始
し
た
も
の

と
み
な
す
。

第
三
十
四
条

給
付
の
額
の
改
定
、
権
利
の
喪
失
及
び
権
利
に
係
る
時
効
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１

受
給
者
の
国
籍
を
理
由
と
し
て
又
は
受
給
者
が
一
方
の
締
約
国
の
領
域
外
に
通
常
居
住
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
支
払
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
給
付
又
は
支
払
が
停
止
さ
れ
て
い
た
給
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
受
給
者
の
申
請
に
基
づ
き
こ
の
協
定
の
効

力
発
生
の
日
に
支
払
を
開
始
し
、
又
は
支
払
の
停
止
を
解
除
す
る
。

２

こ
の
協
定
の
効
力
発
生
前
に
決
定
し
た
給
付
の
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
の
適
用
に
よ
り
当
該
給
付
の
額
が
増
加
す
る

こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
受
給
者
の
申
請
に
基
づ
い
て
改
定
す
る
。

３

こ
の
協
定
の
適
用
の
結
果
と
し
て
、
受
給
者
に
対
し
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
前
に
権
利
が
確
立
さ
れ
た
給
付
の
額
を
減

額
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

１
若
し
く
は
２
に
規
定
す
る
受
給
者
の
申
請
又
は
こ
の
協
定
の
下
で
取
得
さ
れ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
の
確
立
に
必
要
な

年
齢
に
達
し
て
い
る
受
給
者
に
よ
る
当
該
給
付
の
申
請
が
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
二
年
以
内
に
行
わ
れ
る
場
合

に
は
、
こ
の
協
定
の
適
用
に
よ
り
生
ず
る
権
利
は
、
当
該
効
力
発
生
の
日
に
取
得
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
権
利
の

喪
失
又
は
権
利
に
係
る
時
効
に
関
す
る
各
締
約
国
の
法
令
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
申
請
に
は
適
用
し
な
い
。

５

４
に
規
定
す
る
申
請
が
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
後
に
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
喪
失
し
て
い

な
い
権
利
又
は
時
効
が
完
成
し
て
い
な
い
権
利
に
つ
い
て
は
、
各
締
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
決
定
す
る
。
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第
三
十
五
条

効
力
発
生

こ
の
協
定
は
、
両
締
約
国
が
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
に
必
要
な
そ
れ
ぞ
れ
の
憲
法
上
の
要
件
が
満
た
さ
れ
た
旨
を
相
互
に

通
告
す
る
外
交
上
の
公
文
を
交
換
し
た
月
の
後
三
箇
月
目
の
月
の
初
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

第
三
十
六
条

有
効
期
間
及
び
終
了

１

こ
の
協
定
は
、
無
期
限
に
効
力
を
有
す
る
。
い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
他
方
の
締
約
国
に
対
し
書

面
に
よ
り
こ
の
協
定
の
終
了
の
通
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
こ
の
協
定
は
、
終
了
の
通
告
が
行
わ
れ
た

月
の
後
十
二
箇
月
目
の
月
の
末
日
ま
で
効
力
を
有
す
る
。

２

こ
の
協
定
が
１
の
規
定
に
従
っ
て
終
了
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
の
協
定
の
下
で
取
得
さ
れ
た
給
付
を
受
け
る
権
利
及

び
給
付
の
支
払
に
関
す
る
権
利
は
維
持
さ
れ
る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
協
定
に
署
名
し
た
。

二
千
五
年
二
月
二
十
三
日
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
、
英
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し
た
。
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日
本
国
の
た
め
に

内
藤
昌
平

ベ
ル
ギ
ー
王
国
の
た
め
に

カ
レ
ル
・
デ
・
フ
フ
ト


